
 

 

   蒲生光男議員の質問 

 

 

○鈴木良雄議長 市政一般に関する質問を続行い

たします。 

 これより個人質問を行います。 

 順位８番、議席番号９番 蒲生光男議員。 

  （９番蒲生光男議員登壇） 

○９番 蒲生光男議員 私が通告しております１

点、長井市の自立計画を確実なものにするため

にについて伺いたいと思います。答弁は、簡潔

明瞭にお願いをいたします。また、必要に応じ、

答弁は市長より指示をしていただき、音の出る

対応に心がけていただきますようお願いをいた

します。 

 合併構想が当面とんざしたことにより、長井

市を初め近隣自治体は自立を目指し対策を新年

度予算に盛り込むべく取り組んでいるようであ

ります。しかし、ここまで交付税が落ち込み、

後がなくなってからの行革が、果たして自立へ

の道筋をつけられるのか、甚だ疑問でもありま

す。行革で効果を上げるまでには複数年かかる

のが通例であり、それだけ先を見据えた事前の

地ならしが必要であり、息の長い取り組みが必

要であります。 

 今議会に給与の改正案が提案されていますが、

制度を変えても直ちに効果が出ません。調理場

の搬送業務を委託したときも議論になりました

が、先を見ないで制度の切りかえはできないで

しょう。調理業務の委託も、はなぞの保育園の

委託も、すべて先を見ての判断であると思いま

す。 

 「官の詭弁学」福井秀夫著の中の一説、「理

容師と美容師がまじると危険か」では、日本で

は、理容師とは頭髪の刈り込み、顔そり等の方

法により容姿を整えることを言い、これは理容

師法第１条の２第１項、美容とはパーマネント

ウエーブ、髪結い、化粧等の方法により容姿を

美しく見せることを言います。これは美容師法

第２条第１項。理容師でも美容師でも、ヘアカ

ットの技術に関してはほとんど共通しているの

が現状です。ところが、仮にヘアカットだけを

行う店舗であっても、理容師は理容所以外で仕

事をしてはならず、これは理容師法第６条の２、

美容師は美容所以外で仕事をしてはならない、

美容師法第７条と規制してあるため、同一店舗

における美容師と理容師の混在は禁止されてい

るのであります。これに対して、10分1,000円

を売りとするヘアカット専門店ＱＢハウスは、

全国で200店舗を運営するキューピーネット㈱

から、ヘアカット専門店では理容師と美容師の

混在を認めるべきだという構造改革特区提案が

なされておりますが、厚生労働省はこの提案に

反対をしている。この提案をめぐって厚労省と

総合規制改革会議のやりとりは振るっている。

詳しくは述べられませんが、混在禁止の理由は

文化だなどとわけのわからぬことを答弁で言っ

ているようであります。 

 次の例ですが、幼保一元化をはばむ園児以下

の理屈では、厚労省の2002年調査では、保育所

待機児童数は２万5,447人、１年前と比較して

4,246人の増加。待機児童数が100人を超える市

区町村は63、500人以上は八つある。保育所の

絶対数が不足しており、多くの地域で保育所へ

の入所に困難をきわめている。一方、機能的に

保育所と同等の役割を果たす幼稚園は、保育所

に比べ余裕がある。このため、幼稚園と保育所

に関する行政を一元化して、施設設備基準、配

置基準、入所要件等を一元化し、待機児童の数

を抜本的に減らそうという提案、これが幼保一

元化でありますが、これを総合規制改革会議は

主張してきたのであります。 

 しかし、厚労省は幼保一元化に一貫し反対し

ている。その根拠は、原則として保育所では同
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市敷地内に調理場が必要であるのに対し、幼稚

園ではそのような規制がないためとのことであ

る。ところが、なぜ同一敷地内に調理場が必要

なのかと問うと、ほとんど園児以下の回答しか

返ってこない。質疑のやりとりは、全文を読ん

でみるとばかばかしいもので、食事の大切さを

わからせるためには外から持ってきたコンビニ

弁当では困るなどとして、栄養価や質の問題を

強調する答弁が延々と続くのであります。しか

し、そのことと同一敷地内に調理室があること

との論理的関係は示されていません。また、幼

稚園は４時間で保育所は８時間、幼稚園と保育

所ではニーズが違うので、それを低い方に合わ

せることはできないとも述べている。しかし、

昨今では幼稚園もサービスが多様化しており、

弁当持参の前提で夕刻まで長時間保育を実施す

るところが多いが、厚労省の見解に従えば、夕

刻まで実質保育をしているところではきちんと

した大人になれないというものらしい。 

 こうした官の詭弁は、ありとあらゆるところ

に存在する。官僚が生き延びるために、ありと

あらゆるところにハードルをつくり、政治家が

太刀打ちできないようになっていることが多い。

特区を申請して許可がおりるまで、なぜこんな

に書類をつくらなければならないのか。道路の

補助を受けようとすると必要ないものまでつく

らなければならなかったりする。つまり、私は、

役所というものが市民のためにあるものとする

ために、世間一般の常識が通用する世界である

べきだと思っております。役所の常識が世間の

非常識とならないために、長井市の改革は市民

の目線に視点を置いて行革を進めなければなら

ないと思います。自立というのはどのようなこ

とを言うのか、この際、市民とともに認識を新

たにすべきときであると思います。 

 施政方針で、これまでの行財政改革の総仕上

げと次の改革を見据えた基礎固めの１年にした

いと思っていますとの記述がありますが、まさ

にそのとおりであり、これまでは行革の必要性

を職員や市民に理解していただき、次のステッ

プでは市民との協働のまちづくりを目指した取

り組みを大胆に、かつ革新的に進めていく必要

があると考えております。 

 そこで、長井市の自立計画を確実なものにす

るため、新しい市役所を目指して９割半減ゼロ

運動、仮称ですが、について提案をいたします。 

 この言葉そのものは、以前私が勤めていた会

社で使われていた言葉ですが、これを市役所に

当てはめると、人、職員、人は現在の９割を維

持し、人件費は現在の半分にし、市役所への苦

情はゼロにするというものであります。これを

達成するには、正職員を減らし、独自の人事管

理制度の中で新たに少ない経費で雇用し、役所

への苦情はゼロにするというものであります。 

 どのようなことをすれば、これが達成できる

か。その方策を、ことし１年かけて検討したら

どうでしょうかというのが提案でございます。 

 そのための一環として、独自の人事管理制度

が必要ではというのが次の提案であります。 

 現在、正職員、事務管理公社、定時補助職員

のほかパート、嘱託職員とで役所の仕事は展開

されております。議案第22号で職員給与の一部

改正が提案されています。私は、努力が正当に

報われる制度が絶対必要であると思います。現

在の正職員に適用される給与制度は改正案でい

いのですが、まず、正職員でなければできない

仕事は何々かをはっきりさせて、その上で正職

員の採用計画を立てる。正職員であるべき仕事

とは何か、昨日の大沼議員からも提案がありま

したけれども、それは公権力に関すること、政

策立案や決定に関することが中心ではないかと

思うのであります。それ以外は、指定管理者制

度であれ、ＮＰＯであれ、サポーターであれ、

職務は遂行できると思います。 

 現在、業務の棚卸しのまとめ作業が進められ

ておりますが、その中から、正職員でなければ
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ならない業務を絞り込み、所要人数を把握し、

職員の必要数を出して、それに基づいた採用計

画をとるべきであります。職員一人の生涯賃金

を考え、対策を立てるべきだと思います。正職

員のほか、正職員の６割を上限とする制度を、

地方公務員法に該当しないやり方の独自制度を

つくるべきだと思っております。長井市の地域

経済に即したものであるべきだと思うのですが、

市長はどう考えますか。 

 12月議会では、この提案に市長は同質の考え

を示されました。職員給与の一部改正を提案さ

れるこの機会に、再度必要性と導入に向けた意

向はあるか、再度伺いたいと思います。 

 さらに、給与改正で検討しなければならない

事項として、昇任しなければ昇給しないわけで

すが、昇任しなくとも人事評価である水準に達

した職員は上位職と同等の資格が得られる資格

試験制度をつくるべきだと思います。そろそろ

あの職員を課長補佐にしてやらなければなどと

いう昇任はやめ、長井市の組織機構に必要な役

職人員を定めて、それ以外は資格試験に合格し

た者が昇給する制度をつくるべきだと思います。

昇任昇給に客観性を持たせることが最も必要だ

と思いますが、市長の見解を伺っておきたいと

思います。 

 図書館の職員体制が変更され、安価でサービ

スが拡充される内容に改められるようでありま

すが、司書の資格を持ちながら定時補助職員の

賃金表を当てはめるため低い賃金にさせていな

いでしょうか。それは、保育士にも言えたこと

で、本来、定時補助職員とは補助業務をするか

ら定時補助職員であり、正職員と変わらない業

務をさせる場合は、それ相当の賃金に改めるべ

きだと思います。そうすることも、独自の人事

管理制度に該当するものであり、あわせて改正

すべきだと思いますが、市長あるいは総務課長

の見解を伺いたいと思います。 

 次に、市民と協働のまちづくりをについて伺

いたいと思います。 

 ２月11日、桜町公民館で行われました市政座

談会で、当面合併がなくなり自立によるまちづ

くりが行われるようですが、私たちにできるこ

とがあれば教えてほしいという旨の質問事項が

ありました。数多い合併協議の中で地域自治組

織の議論がありましたが、この際、自立計画を

確実なものにするためにも、各地区ごと、自治

組織ごと、自分たちにできることのアンケート

調査をして、そこに委託できる制度をつくった

らいかがでしょうか。自分たちにできそうなこ

とをある程度ピックアップし、その中から選択

する。あるいは独自にできる項目を書いてもら

うような方法がよいかと思います。 

 私たちフォーラム21の会派研修の中身は、昨

日の代表質問で大道寺議員が指摘しているとお

りであります。これからの自治体のあるべき姿

の例だと思っております。何ができるかは、地

区によって違いがあると思いますが、この制度

をつくることは施政方針の中で言うこれから10

年の夢を市民の皆さんとともに語らうこと、夢

を描くこと、夢を具体化することなどと合致す

ることだと私は思います。市長の見解を求めた

いと思います。 

 次に、介護保険など近隣自治体との広域連携

を目指すについてお聞きをいたします。 

 ２度にわたる合併協議が破談しました。特別

委員会でも、これから先の取り組みについて協

議した折、今後も特別委員会は残し近隣自治体

との懇談を進めるということになりました。私

は、合併の主たる目的である究極の行革を進め

るため、現在、各市町が独自に行っている介護

保険制度などの広域化を進めて、むだなコスト

の削減と介護サービスの内容や利用料金の一体

化を目指すべきだと思っております。 

 そもそも350万人の横浜市も、2,000人に満た

ない町村も同じ取り組みをさせたことがコスト

増大につながっている現況であります。事務事
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業の広域化は、むだなコストを削減するばかり

でなく質的向上にもつながります。少ないコス

トで質の高い行政の事務を遂行することが必要

だと思います。固定資産税のシステムが、独自

のものにするための提案がさきの議会でありま

したが、スリム化や低コスト化に逆行するもの

で、極めて納得のいかないものでした。承認し

ておいて批判もないのですが、おかしいことだ

と思っております。 

 介護保険は、来年見直しの時期を迎えます。

現在3,500円弱が、果たしてどこまで上がるの

か、このままでは4,500円に限りなく近づくの

ではないかと推察いたしますが、施設設備がな

く業者がいない地域との格差でいえば、全国一

高い北海道鶴居村は5,942円、一番低い山梨県

秋山村は1,783円であります。介護施設が整備

されている市町の保険料は高い、これを是正す

るには置賜一円の広域的な取り組みが必要だと

思っております。 

 介護保険だけではありませんが、行政事務の

効率化を目指した取り組みは、飯豊も白鷹も南

陽も川西も、皆同じではないでしょうか。合併

することについては否定的であっても、皆自立

を目指してと称し、自立計画あるいは行財政改

革などと皆異口同音に言っているではありませ

んか。合併したと同等の行革効果を今や広域化

なしで語れないと思いますが、市長の見解を伺

いたいと思います。 

 次に、民間などアウトソーシング計画を加速

させるについて伺います。 

 図書館の体制を変更し、市民サービスの拡充

を図る計画ですが、低コスト、高品質は大きい

課題であり、重要問題でもあります。もともと

仕事の見直しを図るときの視点として、廃止、

代替、集中、分散などの角度から見直すべきで、

廃止してもいい仕事をしていないか、手作業の

仕事を機械に置きかえるなどの代替ができない

か、集中させることで効率化が図られないか、

分散することで効率化が図られないかについて

見直すべきだと思います。業務の棚卸しのまと

めの最中でしょうが、廃止、代替、集中、分散

の視点から、職員以外でやれる項目を徹底的に

絞り込みをすべきだと思います。市民との協働、

民間でできることは民間で、そして職員でなけ

ればならない仕事を明確にして、定員計画を定

めることが自立計画を加速する道だと私は思っ

ております。 

 週刊アスキーの情報で、富士通が１月５日に

発売した新型パソコンはボディーの一部にトウ

モロコシのでん粉からとれるポリ乳酸でつくっ

た植物性プラスチックを採用。従来のプラスチ

ックとの組み合わせで強度を持たせた。植物性

プラスチックの採用はＮＥＣも検討していると

のこと。同社は2010年までパソコンに使うプラ

スチックの10％を植物性プラスチックに変える

方針だと言います。パソコン以外の使用の広が

りもあり、ビクターは昨年12月、ＤＶＤやブル

ーレイディスクに植物性プラスチックを使った

ものを開発。そのほか、乾電池の商品パッケー

ジやオーディオコンポの一部で既に採用されて

おります。 

 技術の革新は目覚ましいスピードで進んでい

ます。私は、平成11年６月議会で環境の国際規

格でありますＩＳＯ14001の認証取得を提案し

ました。役所の中の技術革新を進めるためには、

改革への強い意識が必要です。目黒市長の第一

次行革最終項における意気込みについて決意を

伺います。 

 液晶やプラズマに続く次世代ディスプレイと

して注目されている表示技術、有機ＥＬ、この

有機ＥＬの特徴は電圧をかけるとみずから発光

することであります。バックライトが必要な液

晶と比較して、バックライトがない分薄くでき

る、消費電力、本体の薄さ、大画面などで、プ

ラズマ、液晶、モニターと比較して優位であり、

応答速度、寿命、コストで同等の評価ができま
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す。 

 茨城県健康科学センターは、１月13日、今後

５年間に脳卒中で死亡する可能性を予測するソ

フト、脳卒中危険度予測ツールを開発したと発

表しました。93年度の38市町村で健康診断を受

けた40歳以上の受診者９万6,000人のその後の

10年間を追跡したデータをもとに作成したソフ

トだそうです。 

 各自治体が自立を目指す時代です。自立度予

測ツールに長井市のデータを当てはめるとどう

いう結果が出てくるのでしょうか。長井市の自

立可能度50％を目指し、取り組みを加速する決

意を、市長を初め市のトップであります助役、

収入役そして総務課長の考えをお聞きし、壇上

からの質問といたします。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 蒲生光男議員のご質問にお答え

をしながら、私の意見も申し上げたいと思いま

す。 

 まず最初に、９割半減ゼロ運動というお話で

ありますが、おっしゃっている意味はわかるつ

もりです。将来の少子高齢化を考慮しますと、

行政運営にかける人件費というのは、やっぱり

それは半減しなければいけない、少なくとも10

年間ぐらいを見ると。しかし、市民サービスに

向ける財源の確保は、そのことだけでできるわ

けではないわけで、ＮＰＯの皆さん等とか民間

活力の皆さんのご協力、それから市民の皆さん

の行政への参画、協働というふうに多様に組み

合わせていく必要があると思っております。 

 ご提言の９割半減ゼロ運動は、もう少し勉強

させていただいて、ユニークな方策だと思いま

すので、今後の自立計画や定員管理について検

討の一つにさせていただきたいと。なお、ひと

つご指導をいただきたいというふうに思います。 

 次に、資格試験です。私は余り、これ以上資

格試験ということになると、結局、何というん

ですか、今の資格試験を見てみますと中央官庁

の天下りが、やっぱり半官半民ぐらいでやるよ

うなところがあって、警察なんかはそうですね、

昇任試験というのがあるわけですが、資格試験

というのは公務員にとってぜひとも必要なのか

と。むしろやっぱり、私はその業務に精通しな

がら使命感を持って、そして長井市のために、

市民のために一生懸命やるんだと、そしてその

実績をおのおのの部署で出していくんだという

ことの方が、私は大事なのかなと今思っており

ます。 

 資格試験といいますと、やっぱり要領のいい

人は試験をとるための方にどうしてもいきまし

て、試験を通れば昇任が早まるということにな

ると、というようなところがあって、私は警察

の横山秀夫なんていう小説のあれは大変大好き

なんですが、必ずしも資格試験をとったスピー

ド出世の皆さんが現実に市民のために働いてい

るというわけではないというところもあるよう

な気がしますので、なおひとつこれも、ご指摘

の意味はわかりますが、検討させていただきた

いというふうに思います。 

 次に、独自の管理制度です。おっしゃってお

られる意味の中で、私が一番大事なのは、地域

の公務員というのが地域の実情よりもはるかに

高いというようになれば、やっぱり地域の皆さ

んから協力はなかなか得られないだろうと。そ

ういった意味で、国の方も地域によって基本給

与が下がってもいいと、むしろそうするべきだ

というようなご提言がされているようでありま

すが、これも実現まで私は紆余曲折があろうか

と思います。やっぱり、人事院勧告に基づく全

国一律のあれではない、長井市なら長井市が独

自に人勧のような資料を集めてやれるような、

そういうことも認めるということにならないと、

なかなかそれは難しいのではないかというふう

に思っておりまして、私の率直な範囲からいえ

ば、まずやっぱり当面ここ10年ぐらいは団塊の
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世代の皆さんが十二、三人から十六、七人退職

されるわけですから、その３分の１ぐらいを補

充するということにして、そして業務そのもの

も民間でできることは民間で、一緒に、市民の

皆さんと一緒にやれることは一緒に、どうして

も行政でしかやれないことは行政でというよう

な感じで、この10年間の職員数を半減しながら

民間の協力を得ることによってやっていくとい

うことの方が現実的ではないかというふうに思

っているところであります。 

 地域でできることは地域でというご提案であ

ります。ぜひ、それは、アンケート等はとって

みたいと思います。やっぱり、地域を花で飾る

なんて言っても、地域の皆さんのご協力なくし

てできません。それから、ある程度その地域の

空白地帯はＮＰＯの皆さんであるとか、いろい

ろなところの皆さんで補完していかなければで

きないわけでありますし、今後、市民の皆さん

がどういうことがおできになるのか、せっかく

桜町でもやれることはやると言っていただいて

いるわけですから、そういったことが言ってい

ただけるほど長井市の市民の皆さんのレベルは

高いわけですから、やっぱりそういった声にこ

たえるためにも、今後これは重要な検討課題だ

というふうに思っております。 

 介護保険制度についてであります。これは、

私もちょっと勉強してみました。詳しくは福祉

事務所長になお補完してもらいたいと思います

が、メリットはおっしゃるとおり人材の確保と

各市町村のサービスの平準化、あるいは各市町

村におけるサービスの違いなどを相互に補完す

ることができると、それから選択の幅も広がる

と、それから事務の効率化ということなのでは

ないかと思います。 

 ただ、事務の場合も、介護保険の場合は余り、

調べさせましたら21億ぐらいのうち1,000万ぐ

らいなんですね、今のところコンピューター等

に使っているところについては。やっぱり地域

によってかなり違うんですね、細かいサービス

の内容が。構成自治体の今のやっているものの

調整とか、そういうものに相当時間がかかるよ

うな気がします、これはソフト事業ですから。

おのおの地域の実情に合って、あるいは政策判

断としてやったことですから。 

 それから、一番そういうところに時間がソフ

トはかかるのではないかなと思いますので、し

かも18年以降の国の考え方というのは在宅サー

ビスの充実と介護予防ということですから、地

域に密着した政策だということで、必ずしも広

域で取り組んで大きくメリットが上がるのかど

うか、ちょっと私は研究してみなければいけな

い課題だと思います。そして、今すぐ呼びかけ

ても、白鷹や飯豊の皆さんですね、このことに

すぐ乗ってこられるかどうかは、18年度の法改

正を見てからということになろうかと思います

ので、ぜひ、これはこちらで研究をさせていた

だきたいと思っております。 

 最後に、決意表明をということですが、蒲生

光男議員を初め改革を推進していただいている

議員の皆さんの私はご指導やご提言を相当取り

入れてきたつもりであります。私一人の頭なり

アイデアだけではとてもとてもいかなかったと。

ＩＳＯ等なんていうのはわからない、知らなか

った、正直言えば、ということもありますし、

いろいろな面で議員の皆さんからご指導それか

らアイデアをいただいたと、そういうものを結

集しながらやっていくということだろうと思い

ますが、時代の趨勢をよくつかみ、それからや

っぱり先進自治体でやっていることについて勉

強しながら、ぜひ他市町村に負けないような行

政改革、財政再建をしていかなければいけない

というふうに思っております。ただ、私の性格

は案外、小学生時代の恩師などが言うんですが、

石橋をたたいて渡るというところがおまえのい

いところだと、案外ほらばっかり吹いているよ

うだけれどもそうでもないというふうに言って
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くださる方もおりますので、一つ一つ確実に目

標を定めて、１年でこれとこれはやりたいとか、

これとこれは前進させたいとか、そういう方向

でやっていきたいと思いますので、今後ともご

指導、ご鞭撻をお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○鈴木良雄議長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 決意ということでありました

けれども、今、市長から申し上げましたとおり

でございまして、特に自立を目指す計画と、そ

れに基づく改革、それから改善をするためには

今まで以上の高度な、そして困難性が予想され

ますので、そのことを踏まえながら頑張ってい

きたいと思います。 

○鈴木良雄議長 佐藤義夫収入役。 

○佐藤義夫収入役 私まで答弁させていただいて、

大変ありがとうございます。 

 多少市長とはニュアンスが違うとは思うんで

すが、私なりに考えてみたことを少しお話しし

たいと思います。 

 新しい市役所を目指した目標を持つ９割半減

ゼロ運動の推進と（２）の独自の人事管理制度

というふうなことについては、密接な関連があ

るというふうなことに思っておりますので一括

してお話ししたいと思いますが、私は基本的に

は大きく給与制度が変わっているといいますか、

地方公務員に対する環境が変わっている中でも、

やはり職員のモラルを失わないようにすべきで

あるというふうには基本的には思っております。

これは、先ほど市長がおっしゃったようなこと

も含めて、そんなに違いはないというふうに思

いますが、あえて申し上げればモラルを失わな

いようにすべきであるというふうには思ってお

ります。 

 また、今回、案件といたしております人事管

理制度との関連もしますが、やはり正職員それ

から短期雇用者を組み合わせた対応を当分続け

る必要があるのではないかというふうにも思っ

ております。職務職階制の定着度合いを見なが

ら、今後の人事管理を適切にすべきであるとい

うふうに思っております。 

 （３）の市民との協働のまちづくりというふ

うな件については、市長がおっしゃったとおり

というふうに思っておりますし、むしろ地域住

民が委託でどうこうというよりも、みずからで

きることはやはりお互いにやろうではないかと

いうふうな姿勢が、これからの自立のまちづく

りには必要なのではないかというふうに思って

おります。 

 それから、介護保険の制度については市長が

申し上げたとおりというふうに思っております。

やはり、事務の効率化とサービスの質の関係を

考えて判断できるように少し勉強させていただ

きたいというふうに思っております。 

 （５）の民間委託などのアウトソーシング計

画については、蒲生議員がおっしゃるとおり今

後とも進めてまいる課題だというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○鈴木良雄議長 佐藤仁総務課長。 

○佐藤 仁総務課長 最初に、私の方から定時補

助職員の賃金の関係で、職員と変わらない業務

をさせる場合であればそれ相当の賃金に改める

べきだというふうな点についてお答え申し上げ

たいと思います。 

 確かに、長井市では定時補助職員制度を設け

ておりまして、職員が行う業務の補助的業務を

担っていただくというようなことで、何名かの

方々を雇用しているところでございます。この

方々は、同じような業務をやっていただいてい

るというふうにも言えるかもしれませんけれど

も、責任の度合いも違いますというふうなこと

もございますし、また、このたびの17年度から

やろうとしております図書館の関係では勤務時

間等についても職員とは違う形態になっており

ます。そういった観点から、給与面といいます
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か賃金面といいますか、その辺ではある程度の

差はあっても、これは私はしかるべきだという

ふうに考えているところでございまして、別の

言い方をすれば、そういったある程度の時間的

余裕がある方で市の業務に何らか参画してみた

いというふうな方々にお手伝いを願うというよ

うな形で補助業務、定時補助職員というような

ことでお願いしていってもいいのではないかと

いうふうに思っているところでございます。 

 あと、行革の関係での決意というふうなこと

でございますが、私は一事務吏員でございます

ので、上司の行政運営方針、それに基づいて一

生懸命努力をさせていただくというふうな立場

でございますが、お許しをいただきまして私な

りに一言お話しさせていただきますと、あくま

でも事務屋の考えでございますので、長井市は

13年度から行財政改革に取り組んでおります。

この背景等につきましては、もう蒲生光男議員

もご案内のことでございますので何ら申し上げ

ませんが、この４年間の取り組み、これは長井

市にとって大変いい経験であったのかなという

ふうに私としては考えているところでございま

す。 

 これから、この４年間の取り組みを検証いた

しまして、さらに今後のことについて考えてい

かなければならないわけでございますけれども、

国の方でも今後は人口がどんどん減っていきま

すよと、2050年には大体１億人、2100年には今

の半分ぐらいの6,600万から6,700万人ぐらいに

なるでしょうというふうな予測を立てておりま

す。こういった状況下にありまして、長井市で

も今後の人口予測もしくは納税義務者数の予測

等、これらを希望的観測ではなく厳しく予測い

たしまして、今後の財政需要さらには後年度負

担、そういったものを的確に判断をし、その

時々の長井市の身の丈に合った行財政運営をし

ていかなければならないだろうというふうに思

っています。 

 今現在、国を初め地方におきましても相当、

全自治体におきまして財源不足、財政的に困っ

ているというふうに言われております。そうい

った状況下にありまして、また、行政分野の方

では、蒲生光男議員の方からもお話ございまし

たが、指定管理者制度であるとかＮＰＯである

とか、行政運営に携わるのが公務員だけではな

いというふうに若干変わってきているのかなと

いうふうにも思っております。今後、どんどん

人口が減ってきますよと、財源的にも厳しくな

ってきますよというふうなときに、では、長井

市として自立していくためにはどういうふうに

すればいいのかといいますと、しっかりとした

市民の皆様、議員の皆様からは当然なんですが、

ご意見をちょうだいしながら一緒になってしっ

かりとした計画を定めて、その計画のもと年次

計画で一歩ずつ改革を進めていくというのが、

長井市の自立できる道ではないかなというふう

に、一事務屋として思っているところでござい

ます。 

○鈴木良雄議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 そつがないというか、具

体性に乏しいというか、大体ひんまるめて答え

ていますから具体性に欠けるわけですが、この

９割半減ゼロ運動というのは、将来の長井市の

イメージだと思うんです。例えば、10年後、ど

ういう役所をイメージしておられるんでしょう

かと、まず。私は、ずっと考えてみました、こ

の間、13年から行革が始まって。そして、志木

市でもやっているように、志木市では、そもそ

も正職員でやらなければならない仕事は絞り込

めば50人で足りるでしょうと、とにかく半分に

しましょうと、こう言っているわけです。それ

に、足りないところは行政サポーター制度、Ｎ

ＰＯを導入しながらやっていますから、いわゆ

る志木市で穂坂邦夫市長が描く市役所のイメー

ジというのができていると思うんです。 

 そうした場合に、長井の場合はどういうイメ
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ージが、市長なり助役なり収入役なり、あるい

はまた、ここにいらっしゃる幹部職員なり、そ

れから議員の我々も描くかということだと思う

んです。さらに、我々が何ら描きもしないで、

市民の皆さんに将来の長井市を予測することは

難しいですよ。 

 そうしたときに、私は大体そういうイメージ

かなと。職員はそうは減らさないで現行水準を

保とうと、しかし正職員については絞り込みを

図って、もちろん高い給料をお支払いするわけ

ですから、それなりのそれに見合う仕事をやっ

ていただくと。それをやっていれば、だれが見

てもなるほどなと思うわけですよね。そして、

足りないところは、指定管理者制度あるいはＮ

ＰＯあるいはまた行政サポーター制度なのかど

うかはわかりませんが、そういったことをどん

どん駆使してやっていくと。そうしますと、９

割、今現在の職員体制とほぼ変わらない現行水

準を維持しても人件費というものは半分ぐらい

にできるのではないかと。必ずしも半分なんて

言っていませんよ、イメージとして半分ですよ。

そして、役所にありがちなさまざまな苦情につ

いては、そもそもゼロにしていこうと。窓口の

応対でいらっしゃいませの一言もないとか、行

っても担当者がいなかったり、つっけんどんだ

ったり、あるいはまた１カ所で間に合わなくて

たらい回しにされたりとかというさまざまな苦

情はゼロにしていきましょうと。そういう姿が、

私は将来の長井市の市役所像であろうと、こう

いうふうに思いまして、ここに９割半減ゼロ運

動というふうに前の会社の言葉を引用して書か

せていただきました。 

 だから、これについて、おれはそう思う、思

わないということで議論しても始まりませんの

で、とにかく将来の長井市像というものをどう

イメージするか、イメージできるか、イメージ

させるかだと思っておりますので、そういう視

点での考え方だということであります。 

 それから、今回の給与一部改正では昇任しな

いとなかなか給料上がらないというふうになる

のではないですか。ですから、それは、その人

事管理制度をきちっとまずやっていかなければ

いけないと。今、あいつはなかなか愛想がいい

し、なかなかおれの言ったことやっているから

課長補佐だべなんていうのは、透明性の問題か

らいっても客観性の問題からいってもちょっと

問題が出てくるのではないか、将来。ですので、

そこには例えば人事評価制度の中で基準点以上

に達した人が、その課長級もしくは補佐級の資

格が得られる制度を勝ち得ることができるとい

うふうに改めていくことが必要ではないでしょ

うかというふうに思うんです。人事評価制度も

確立していませんので、これはまだまだ、喫緊

の課題ではありますが、すぐにできるとは思っ

ておりません。でも、必要性としてはそうなの

ではないでしょうかと。 

 こういう給与制度に改めるということは、頭

がいっぱい、課長の皆さんが山ほどいて、頭が

つっかえて行きたくても行かれないというふう

になっているのではないですか。だから、それ

をやっぱり希望を持って努力したことが正当に

評価されるというものに制度として改めるには、

そういったものが必要なのではないでしょうか

というふうに私は思っております。違うと言わ

れれば、これは何ともしようがないんですが、

そう思います。そこら辺は市長から答弁をいた

だきたいというふうに思うんです。 

 それから、介護保険制度について言いますと、

確かに事務事業としての行政コストをそれほど

削減できないかもしれません。しかし、何も事

務事業の広域化、広域連携を図るというのは介

護保険に限らずこれから考えるべきだと思うん

です。鈴木武次議員から、この後の合併につい

てどう思うかという質問があったですけれども、

やっぱり直接的な自治体の合併ができないとす

れば、それと似たような効果を生むような方策
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を引き続き検討していくということではないの

かなと思うんです。そこに広域連携という視野

がないのか、開けてこないのかということであ

ります。介護保険制度については、給付される

サービスの均一化、介護保険料の問題等もあり

ますから、これは私は広域連携を目指して取り

組んでいくべきだと思っております。それを、

いまひとつ考えてみなければわからないと言わ

れれば、なぜだという議論になるわけですが、

そこら辺もお答えいただきたい。 

 それから、総務課長、責任の度合いが違うと

いうおっしゃり方をしましたけれども、例えば、

この臨時保育士が正職員と同じように子供を扱

って、万が一そこに事故が発生した場合に、定

時補助職員だからその責任は賃金見合いの４分

の１ですよなんてありますか。そんなことあり

得ないと思いますよ。図書館で、今度、時間差

で勤務をしますよね。何かあったときに、私た

ちは定時補助職員でございますので責任はそれ

ほどありませんと言えますか。責任の問題を言

うなら、これは大間違いだと私思います。あく

までも、正職員の補助的業務をしているがゆえ

に定時補助職員ではないんでしょうか。私は、

資格を持った人にできるだけ多く払えなんて言

っていません。適正な給与形態になっています

かということです。いわゆる、そういうのがあ

りませんから、給与表がありませんから、該当

させる給与表がありませんから、今現在、無理

やり定時補助職員の給料表のどこかに当てはめ

ているわけでしょう。それを、見直していくべ

きでないかというふうに思っていますので、そ

のことについてお答えください。市長と総務課

長。 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 10年後のイメージということに

ついて言えば、９割半減ゼロ運動というのがい

いかどうかは別ですね、私はやっぱり10年間た

てば現実的にも可能でありますし、職員は半分

にしていった方がいいと。そして、人件費は半

分にすべきだと、半分を目指すべきだと。そし

て、なおかつ税収も私は減ってくるだろうと思

います。そういった中で、財政的に自立ができ

るようにするというのが、まず第一の私のイメ

ージです。 

 さらに、半分でできるかどうか、いろいろ議

論はあります。外から見ると、公務員の仕事は

半分でできると、あるいは今の３分の１でもい

いというような議論をなさる人だっているわけ

です、マスコミの皆さんであろうと、民間の皆

さんであろうと。ですから、やっぱりそれは、

これからなお精査をしなければいけないと思い

ますけれども、私はＮＰＯの皆さんに委託する

とか、民間にできることは、それから一緒にや

るとか、協働でやるとかということであれば、

私は十分それは今の仕事はできるのではないか

と、そういうイメージであります。 

 人事評価制度についてですが、問題は、私は

人事は一つは適材適所だと、それからもう一つ

はやる気のある人を人材登用していくと、これ

を組み合わせなければいけないと、こう思って

おります。適材適所と人材の登用は必ずしも一

致しないわけです。それは限られたポストがあ

って、そういう場合にはその個人のやりたい仕

事で少し何年か我慢していただくということに

なろうと思いますが、私はこの10年間を展望し

て、団塊の世代の皆さんが相当リタイヤされる

わけです。そうすると、これはもうかなり膨ら

んでいたところがなくなってきますから、大体

スリムになってくるのではないかと。 

 極端な話、人事のいろいろな本を読みますと

２・６・２というのがあります。いつの時代で

も10人いると２人は物すごくやる気になると、

それから２人はどうも反対だと、そして真ん中

は適当にと。これが、下の２割を切ると２・

４・２になって、また２割を切ると２・２・２

になって、この２割を切ると、ようやくほぼ全
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員が一生懸命になるというようなことを、アメ

リカの経営学等で言っておられる方がいますが、

やっぱりそれは大きな組織になればなるほど不

平不満を持つ方もいらっしゃる、上司の評価が

余り自分に適当でないというふうに思う方もい

らっしゃる。しかし、問題は、個人がやる気が

あって、そして自分の能力を高めて、そして使

命感を持っていけば、私はやっぱりある程度は

評価は衆目の見るところ出てくるのではないか

と。特に、リーダーはそういう評価ができる人

間でなければいけない、好き嫌いではなくてと

いうふうに思っております。 

 仕事をするということは、ある程度リーダー

が適材適所に人事を配置して、人材を登用して

いくということだろうと私は思っておりますの

で、そういった意味で、リーダーは選挙で選ぶ

わけですから、ある意味ではまず、市役所等で

ありますから、そしてその皆さんが中心になっ

て、それは今この三役というか四役が言っても

ニュアンスは違うんです。ニュアンスが違って、

むしろニュアンスは私は議員の皆さんの方に、

あるいは民間の皆さんの方に近いのであって、

普通は学校出てから公務員になられた方のニュ

アンスというのは、私はちょっと、私だけやっ

ぱり違和感があるのかもしれませんし、そうい

うリーダーが入っていくことによって世間の常

識が通用するように内部を改革しようと、改革

しなければいけないというのが加速するわけで

すから、そういった意味で私は公務員制度の場

合に、特に市役所のようなところに昇任試験と

いうのが必要かどうかは、やっぱり勉強してみ

る必要があるというふうに思っております。何

しろ、特に市町村にいついて言えば現場を持っ

ていますから、仲間うちの評価や上司の評価だ

けではなくて、現場で福祉をやっている、何を

やっている、市民の皆さんの評価もあります。

そういう皆さんがむしろ大きいと思います。そ

ういう皆さんの声を、どう上司が評価をしてい

くかというようなところで適材適所と人材の登

用を組み合わせていくべきではないかというふ

うに思っております。 

 介護保険制度については福祉事務所長から、

私もレクチャー受けましたので、彼からひとつ

答弁をさせたいと思います。 

 以上です。 

○鈴木良雄議長 佐藤仁総務課長。 

○佐藤 仁総務課長 私の舌足らずで誤解を与え

てしまったようでございますが、私が申し上げ

ました責任の度合いといいますのは、事故が起

きた場合、そういった場合ではなくして、例え

ば保育士の場合は、保育方針であるとか、いろ

いろな保育園内での行事の企画立案であるとか、

そういったことを担当するのが正式の職員でご

ざいまして、定時補助職員の方々はそういった

ことは一切やらない。また、図書館の場合です

と、本の購入、どういった本を購入するのかと

いうのは、これは補助職員の方々ではなくして

正職員がやるわけでございまして、また予算執

行、これをどういうふうにしていくかと。こう

いった意味合いでの責任の度合いが違うという

ふうに申し上げたつもりでございますので、よ

ろしくご理解願いたいと思います。 

○鈴木良雄議長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 介護保険制度につい

て、私の方からの若干の補足説明をさせていた

だきたいと思います。 

 基本的には、市長が申し述べたとおりに、広

域化については18年度の法改正の様子を見てか

らということで研究させてほしいという内容で

ございましたが、法改正の内容について、今、

国会で議論されようとしているところでござい

ますが、その主な地域の関連するところで若干

の説明をさせていただきたいと思います。 

 地域密着型ということで、大きな三つの点が

改正の内容として検討されているところでござ

います。 
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 一つ目は、24時間安心して生活できるように

地域に密着した介護サービスの整備を図るとい

うことで、地域介護福祉空間整備等交付金とし

て保険者単位、つまり今のところ市町村単位に

なっていますが、保険者単位で３年ごと上限１

億円の交付金を予定ということ。保険者ごとに

面的な整備計画を策定し、保険者独自の地域密

着型のサービスの創設をせよというふうな内容

でございます。 

 二つ目としては、地域高齢者の総合的な相談

業務機能として地域圏域、中学校学区とか小学

校区などで設定しているものでございますが、

17年度に検討予定でございます。その生活圏域

ごとに地域包括センターの設置が必要であるこ

と。 

 三つ目は、軽度な支援が必要な高齢者、自立

の高齢者を対象に介護予防事業の取り組みが必

要とされております。 

 そのような三つの点を踏まえれば、国の方で

は地域で市町村ごとの密着型を志向せよと、さ

っき市長が申しましたとおりに在宅型あるいは

介護予防の方の方向で地域密着型で進めていく

ということでございますので、これと広域化と

いうことをどういうふうに整合性を持たせるか

ということは、今後の研究課題とさせていただ

きたいと思います。 

○鈴木良雄議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 時間がないんで、総務課

長に、イエス・ノーでお答えください。 

 そうしますと、責任ということについてはわ

かりましたけれども、そうしますと、今回の司

書の給料も含めて、この定時補助職員の賃金表

はこのままでいいと、こういうことですか。 

○鈴木良雄議長 佐藤仁総務課長。 

○佐藤 仁総務課長 このたびの予算編成に当た

りまして各職場の方で要求している点、これち

ょっと把握していない点がございますが、確か

に最低賃金も若干ずつ変わってきております。

その辺から検討しなければならないとするなら

ば、全体的に見直しを図っていく必要があるだ

ろうというふうに思いますが、これがこうだか

らというようなことではなくてして、そういっ

た意味合いでの検討は必要かと思います。 

○鈴木良雄議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 助役、これは我妻昇議員

からいただいた資料ですが、宮城県南部の白石

市、角田市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村

田町、柴田町、川崎町、丸森町で構成する仙南

地域広域行政事務組合は滞納整理課を設置した。

同課には管理係、徴収係を設け、県、構成市町

の派遣職員を含む６人程度の職員を配置、市町

の徴収は住民との距離が近過ぎて強く対応でき

ない面もあったが、組合に専門組織を配置する

ことで差し押さえ処分の執行などのも進める方

針だという記事があります。どういうふうにや

っていくかは、ちょっと調べてほしい。２月17

日に収納対策本部を立ち上げられたというふう

に私お聞きしていますが、これも実効のあるも

のにしていっていただきたいというふうにお願

いしておきます。 

 それから、最後にですが、ここに茨城県の脳

卒中危険度予測ツールというソフトがあるんで

す。ここにデータを当てはめていくと、あなた

は５年後に死亡する確率をここで出してくれる

んです。これは、例えば、茨城県の男性の脳卒

中死亡率は全国の８位ですが、第１位は青森、

第２位は岩手、第３位は秋田、いいですか、そ

して第６位が宮城、第９位が山形、第10位が福

島。東北６県は10位までに入っているんです。 

 そういうふうに考えますと、これは先ほどお

もしろいなと思って調べたんですが、これは健

康課長に言っておきますが、こういったものが

あるということで、ぜひ活用する方法もあるの

ではないかと。だから、地方自治体の自立度支

援ツールというものも、何の指標をもって自立

したと、あるいはすると、できると言えるのか、
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これはいろいろ研究をしていかなければいけな

い。４割に満たない自主財源の自治体が、どこ

までやれば自立したと言えるのか、これは例え

ば半分まで人件費を減らしても自立したと言え

るかどうかわからないですよね、実際問題とし

て。それを、やっぱりいろいろな角度から検討

していくべき時代に差しかかったなということ

で今回の問題を取り上げましたので、最後に市

長の答弁をいただいて質問を終わりたいと思い

ます。 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 おっしゃる意味は私もよく理解

しているつもりです。自立というのは、一つは

地方自治体としていえば財政的に持続可能な、

10年なら10年を見通せるということ。もう一つ

は、市民の皆さんのことでいえば、市民の皆さ

ん自身も自立をしていただいて、自分でできる

ことは自分でしていただくと、なるべくしてい

ただくと。そして、行政にも参画をしていただ

くと、自分たちのまちは自分たちでつくってい

くと、そういう気概を持って、ともに、協働で

すか、一緒に働くことだというふうに思ってお

りますので、そういったイメージで、そういっ

た目標を持って頑張っていきたいというふうに

思っております。 

 

 

   小関勝助議員の質問 

 

 

○鈴木良雄議長 次に、順位９番、議席番号12番、

小関勝助議員。 

  （12番小関勝助議員登壇） 

○１２番 小関勝助議員 この３月定例会に当た

りまして、市政一般について質問を行います。 

 それでは、順次、通告によりまして大きい２

点につきまして質問いたします。 

 最初にお願いしたいんですが、明快そしてで

きれば簡潔な、そして長井市が明るく元気にな

るような答弁をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、質問に入ります。 

 質問の第１点は、毎年、国や県に要望してお

ります本市の開発重要事業要望書への取り組み

についてお伺い申し上げます。 

 この項での第１点は、長井ダムの早期完成と

周辺環境整備についてお伺いします。 

 現在、長井ダムは、本体のコンクリートの打

設も順調に進んでおります。予定の120万立方

で、ことしは100万立方、これが10月で達成さ

れると聞いております。そのように平成22年完

成を目指して附帯工事、諸工事が着々と進捗し

ておるのはご案内のとおりです。また、長井ダ

ムは、多目的ダムとして治水はもちろんですが、

利水にも絶大な効果が期待されております。 

 また、ダムの周辺環境整備については、緑の

ダムとして環境に優しい整備計画が、市民の皆

さんによる長井ダム周辺環境整備連絡協議会、

そして市の職員によります庁内検討委員会、ま

た当議会でも長井ダム環境整備促進特別委員会

が設置されております。まさに、市民一丸とな

った周辺整備の実現に向けて、今、取り組まれ

ていることはご案内のとおりです。 

 現在、ダムの完成を間近に控え、ここ数年間

が周辺整備を実現する時期となっており、まさ

に正念場でもあります。目黒市長は、各地域で

のあいさつの中で、今回、東北ダム連の会長に

就任されました。特に、そういう中で長井ダム

の周辺整備には力を入れますよと言われており

ます。私も非常にいい時期に会長になられたな

と大いに期待するものです。 

 さて、そういう中で５点について、提言も含

めて順次質問してまいります。 

 第１点は、これも昨日の一般質問でも触れら

れておりますが、道照寺平スキー場の整備と展

望台の計画についてお伺いします。 
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